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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 投網者死亡 

発生日時 平成２６年５月１４日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 富山県富山市に所在する神通川の富山大橋上流２００ｍ付近 

 富山市所在の有沢新四等三角点から真方位０５１°７２０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４１.５′ 東経１３７°１１.９′） 

事故調査の経過  平成２６年５月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ろかい船 （船名なし）、総トン数なし 

 なし、個人所有 

 約８.２５ｍ×約１.２ｍ×約０.３ｍ、ＦＲＰ 

 機関なし、進水不明 

 乗組員等に関する情報 船頭 男性 ７２歳 

投網者 男性 ７０歳 

 死傷者等 死亡 １人（投網者） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船頭及び投網者が乗船し、さくらますの投網漁のため、富

山大橋下の係留場所から船竿とろ
．
を操作し、同橋の上流約２００ｍ付

近に到着した。 

 本船は、船頭が船尾に座り、投網者が船首の足場に立って網を投げ

入れたところ、平成２６年５月１４日０７時３０分ごろ、網が川底に

掛かり、投網者が船首方に引っ張られて右舷側から落水した。 

 本船は下流に流されながら、船頭が、すぐに助けようとしたが救出

できず、船を岸に寄せ、本船所有者に本事故の発生を連絡し、本船所

有者は、警察署及び消防署へ事故の発生を通報後、すぐに事故現場へ

向かい、船頭と合流して本船に乗船し、投網者の捜索を行った。 

 投網者は、その後、本船所有者及び消防隊員が乗った本船により、

０９時０２分ごろ、落水した場所付近で発見され、救急車で病院へ搬

送されたが、溺水による死亡と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 本事故当時

の投網者の投網ロープの末端、写真３ 推奨される投網ロープの末

端１、写真４ 推奨される投網ロープの末端２、写真５ 推奨され
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る投網ロープの末端３ 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：水上 平穏、水温 約１２℃ 

 その他の事項 

 

 船頭及び投網者は、約２０年間、神通川でろかい船によるさくらま

すの投網漁を行っていた。 

 船頭及び投網者は、本事故発生場所付近では、今年、初めて投網漁

を行った。 

 富山大橋北方（下流）約９００ｍに位置する神通大橋の本事故時の

水位は、１.４４ｍであった。 

 神通川は、本事故当時、ふだんの水量であった。 

 さくらますの投網漁は、ろかい船の船尾を下流側にし、船頭が船尾

に座って船竿とろ
．
を操作し、船首の足場に船尾方向を向いて立った投

網者が、船頭の合図により、船体を左右に揺らして船首斜め上流方向

に網を投げ入れ、その後、網を引き揚げるものであった。 

 投網者は、網が川底に掛かった際、本船からの転落を防ぐため、投

網ロープの末端が手元から外れるよう、ロープの末端にゴムを取り付

けてゴムの部分を手首に巻くか、ロープの末端を親指、小指、手の甲

に巻き付けていたが、本事故当時、ロープの末端を手首に巻いてお

り、使用していた投網ロープの末端にはゴムが取り付けられていなか

った。 

 投網者は、投網ロープの末端を手首に巻いた状態で発見された。 

 投網者の健康状態は良好であった。 

 投網者の服装は、帽子、上着に雨合羽を着用して胴付長靴を着用し

ていた。 

 船頭及び投網者は、本船所有者から投網漁を行う際は、投網ロープ

末端にゴムひもを付けたものの使用と、救命胴衣に、長靴若しくは胴

付長靴を着用するように言われていた。 

 船頭及び投網者は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

船頭 あり、投網者 あり 

なし 

なし 

 投網者の死因は、溺水であった。 

 本船は、神通川の富山大橋の上流約２００ｍ付近において、さくら

ますの投網漁に従事中、投網者が、網を投げた際、網が川底に掛かっ

たことから、引っ張られて落水し、溺水したものと考えられるが、溺

水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 投網者は、投網ロープの末端を手首に巻かず、網が川底に掛かった

際、投網ロープが抜けるようにしておくとともに、救命胴衣を着用し

ていれば、救助された可能性があると考えられる。 
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原因  本事故は、本船が、神通川の富山大橋の上流約２００ｍ付近におい

て、さくらますの投網漁に従事中、投網者が、網を投げた際、網が川

底に掛かったため、引っ張られて落水したことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・救命胴衣の着用を心掛けること。 

 ・投網者は、投げた網が川底に掛かった場合、投網ロープが手から

抜けやすくしておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院 ２万５千分の１地形図使用 

有沢新四等三角点 

事故発生場所（平成２６月５月１４日

０７時３０分ごろ発生） 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       写真３ 推奨される投網ロープの末端１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 推奨される投網ロープの末端２   写真５ 推奨される投網ロープの末端３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本事故当時の投網者の投網ロープの末端 


